
（仮称）利根町自治基本条例 町民の役割と責務（素案）修正案 

 

前回提出案 修正案Ａ 

（町民の役割と責務） 

第〇条  町民は，まちづくりの主体であること

を認識し，自主的にまちづくりへ参加します。 

 

２  町民は，互いを尊重し，協力してまちづくり

に努めます。 

 

３  町民は，次の世代のことを考え，自らの発

言と行動に責任を持ちます。 

（町民の役割と責務） 

第〇条  町民は，まちづくりの主体であること

を認識し，自主的にまちづくりへ参加しま

す。 

 

２  町民は，互いを尊重し，協力してまちづく

りを進めます。 

 

３  町民は，次の世代のことを考え，自らの発

言と行動に責任を持ちます。 

修正案Ｂ 修正案Ｃ 

（町民の役割と責務） 

第〇条  町民は，まちづくりの主体であることを

認識し，次の世代のことを考え，自主的にま

ちづくりへ参加します。 

 

２  町民は，互いを尊重し，協力してまちづくり

に努めます。 

 

３  町民は，自らの発言と行動に責任を持ちま

す。 

（町民の役割と責務） 

第〇条  町民は，まちづくりの主体であること

を認識し，自主的にまちづくりへ参加しま

す。 

 

２  町民は，互いを尊重し，次の世代のことを

考え，協力してまちづくりに努めます。 

 

３  町民は，自らの発言と行動に責任を持ち

ます。 

 

 

 

資料２ 


